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主         文 

１ 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。 

２ 被告は、原告に対し、８４０万４８００円を支払え。 

３ 被告は、原告に対し、令和６年４月１日から上記建物の明渡し済みまで１か

月１０万８１００円の割合による金員を支払え。 5 

４ 原告は、被告に対し、５万５０００円及びこれに対する平成２９年１０月１

７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

５ 原告及び被告のその余の請求をいずれも棄却する。 

６ 訴訟費用は、甲事件・乙事件ともに、これを３分し、その１を原告の負担と

し、その余を被告の負担とする。 10 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 甲事件 

  ⑴ 主文第１項と同旨 

  ⑵ 被告は、原告に対し、１６８０万９６００円を支払え。 15 

  ⑶ 被告は、原告に対し、令和６年４月１日から別紙物件目録記載の建物の明

渡し済みまで１か月２１万６２００円の割合による金員を支払え。 

２ 乙事件 

   原告は、被告に対し、２２０万円及びこれに対する平成２９年１０月１７日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 20 

第２ 事案の概要 

   甲事件は、東日本大震災の被災者である被告に対して市営住宅（行政財産）

である別紙物件目録記載の建物（（以下（ 本件家屋」という。）の目的外使用許可

処分をした原告が、当該処分に係る使用許可期間が満了したなどと主張して、

被告に対し、所有権に基づき、本件家屋の明渡しを求めるとともに、上記使用25 

許可期間経過後である平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの損害
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金１６８０万９６００円及び同年４月１日から本件家屋の明渡し済みまで１か

月２１万６２００円の割合による損害金の支払を求める事案である。 

乙事件は、被告が、その居住地を所轄する保健福祉センターの所長から受け

た生活保護法２７条１項に基づく転居の指導及び指示（以下 本件指導指示」

という。）は違法なものであるなどと主張して、原告に対し、国家賠償法１条１5 

項等に基づき、慰謝料等２２０万円及びこれに対する違法行為の日である平成

２９年１０月１７日から支払済みまで同年法律第４４号による改正前の民法所

定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 前提事実 

以下の事実は、当事者間に争いがないか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ10 

って容易に認定することができる（なお、略語については、本文中で個別に定

義するほかは、別紙略語目録に記載のとおりである。以下同じ。）。 

⑴ 当事者 

原告は、市営住宅（行政財産）である本件家屋を所有する普通地方公共団

体であり、被告は、本件家屋に居住し、これを占有する者である（争いがな15 

い）。 

⑵ 東日本大震災に伴う原告の市営住宅の活用 

ア 平成２３年３月１１日、東日本大震災が発生し、国（国土交通省住宅局

住宅総合整備課長）は、同月１２日、被災者が各自治体の所管する公営住

宅等への入居を希望した場合における取扱いについて、①被災者の一時的20 

な入居については、地方自治法２３８条の４第７項に基づく目的外使用許

可として入居の許可を行うこと、②入居の条件は、原則として被災者の実

情に照らし適切な入居期限とするなどするほかは、公営住宅法、同法施行

令及び公営住宅管理条例等を準用することなどの要領により、最大限の配

慮をするよう依頼する旨の通知を発出した（甲１）。 25 

イ 原告は、上記アの通知を受けて、市営住宅を災害救助法に基づく応急仮
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設住宅扱いとして被災者に無償で目的外使用許可をする方針をまとめ、そ

の審査基準として、同月１５日、東日本大震災に伴う市営住宅活用実施要

綱（当時の名称は 平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震等に

伴う市営住宅活用実施要綱」。以下、名称変更の前後を通じ、 実施要綱」

という。）を制定した（甲５、弁論の全趣旨）。 5 

⑶ 被告の本件家屋への入居 

ア 被告は、平成２３年３月１１日当時、Ａ県Ｂ市に居住していたところ、

同日に発生した東日本大震災により居住していた住宅が損壊したため、大

阪市に避難し、その後、原告の市営住宅への入居を希望した（（争いがない）。 

イ 被告は、同年５月２日、大阪市長から本件家屋の目的外使用許可処分（（無10 

償、使用許可期間１年）を受け、その後、本件家屋に入居してこれを占有

するようになった（（争いがない）。なお、本件家屋のあるＤ住宅は、市営住

宅の建替事業の仮移転先住宅と位置付けられ、本来、事業対象者以外の入

居者を募集することが予定されていない事業用住宅であった（弁論の全趣

旨）。 15 

⑷ 被告に対する生活保護の開始 

被告は、平成２３年１１月１７日、その居住地を所轄するＣセンターの所

長に対して生活保護法に基づく保護の開始の申請をし、同年１２月９日、同

所長から、同年１１月１７日付けで保護を開始する旨の決定を受けた（争い

がない）。 20 

⑸ 本件家屋の使用許可期間の経過等 

ア 被告は、上記⑶イの目的外使用許可につき、平成２４年から平成２８年

まで、毎年、使用許可期間の延長を希望し、その都度、大阪市長又は同職

務代理者から、翌年３月３１日までを使用許可期間とする一時使用期間延

長許可を受けた（甲１１の１～５）。 25 

イ 原告は、平成２８年１１月１８日、東日本大震災の被災県からの支援要
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請が限定的なものになってきたことを踏まえ、実施要綱を改正し、市営住

宅を活用できる者を、東日本大震災により住宅が滅失するなどしたために

当該住宅に引き続き居住することができない者等のうち、被災県からの応

急仮設住宅の供与期間の延長に関する依頼において延長対象とされた市町

村で被災したものに限ることとした（（甲８）。これにより、被告は、上記の5 

市営住宅を活用できる者に当たらないこととなった（弁論の全趣旨）。 

ウ 被告は、平成２９年３月３１日の経過後、新たな目的外使用許可処分等

を受けることなく、引き続き、本件家屋に居住している（争いがない）。 

⑹ 本件指導指示 

Ｃセンターの所長は、平成２９年１０月１７日付け及び同年１１月１７日10 

付けの２回にわたり、被告に対し、生活保護法２７条１項に基づき、 平成２

８年８月から平成２９年９月までの期間、１４回にわたり、口頭により転居

するよう指導（・指示してきましたが、いまだに努力のあとが認められません。

現在の住宅が東日本大震災による一時使用住宅であり、平成２９年３月末日

で退去指示が出ていたことから、早急に通院されているＨ病院近隣への物件15 

を探し、報告するよう指示します。」との内容の指導指示（（本件指導指示）を

書面で行った（争いがない）。 

２ 争点及び争点に関する当事者の主張 

  ⑴ 被告が本件家屋について占有権原を有するか（甲事件の争点） 

   （被告の主張） 20 

   ア 憲法２２条１項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（以

下（ 社会権規約」という。）２条１項、２項、１１条、市民的及び政治的権

利に関する国際規約（（以下（ 自由権規約」という。）２条１項、１７条１項、

２項に加え、災害救助法及び東京電力原子力事故により被災した子どもを

はじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援に関す25 

る施策の推進に関する法律からすれば、東日本大震災の被災者に対し住居
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を提供する自治体等は、被災者の住居の権利を最大限尊重すべきである。

そして、原告による本件家屋の提供は、被災者である被告への支援の必要

性が継続する限り続くことを内容とする、使用貸借契約類似の建物利用に

関する黙示的な合意による無名契約によるものといえる。したがって、原

告が使用許可やその更新を打ち切ったとしても、上記無名契約により、被5 

告は依然として本件家屋の占有権原を有している。 

イ 原告は、被告に対し、本件家屋を提供することにより占有権原を付与し、

被告の住居に関する権利を保障したのであるから、それを後退させる措置

を執ることは、社会権規約２条１項、２項、１１条の趣旨に反する。 

   （原告の主張） 10 

   ア 本件家屋は、地方自治法２３８条の４第７項の行政財産の目的外使用許

可に基づき、原告が被告に対し、その用途又は目的を妨げない限度におい

て期限を定めて一時的に使用の許可を行ったものであり、本件家屋の目的

外使用許可において契約関係の成立はあり得ない。 

イ 社会権規約は、締結国において政治的責任を負うことを宣明したもので、15 

法的拘束力はなく、また、個人に対し具体的権利を付与したものでもない。 

  ⑵ 原告の明渡請求が権利濫用に当たるか（甲事件の争点） 

   （被告の主張） 

    原告の被告に対する本件家屋の明渡請求は、次のとおり、憲法２２条１項、

１４条１項、社会権規約２条、１１条、自由権規約１７条１項、公営住宅法20 

等に違反し、権利濫用に当たるものとして、許されない。 

ア 被告は、公営住宅である本件家屋に長年居住し、生活の基盤を固めてい

る上に、Ｅ病等に罹患し、うつ病も発症しており、医師からも無理な体動

や荷重を避けるように指導を受けているのであって、被告が本件家屋から

移転するには大きな精神的（・肉体的負担が伴い、また、転居先での被告の25 

生活基盤の維持が担保されているとはいえない。他方、多数の空き部屋が
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ある住宅困窮者支援目的の本件家屋を使用し続けることが公共財産の目

的用途を阻害するものではない。 

   イ 原告は、被告の入居当初、本件家屋が事業用住宅であることの説明をせ

ず、事業用住宅にするか否かの選択の自由も与えていなかったにもかかわ

らず、市営住宅のうち事業用住宅以外に居住する被災者については当該市5 

営住宅に継続して居住することを認める一方、被告を含む事業用住宅に居

住する被災者については転居を求める不平等な運用を行った。 

   （原告の主張） 

    原告の被告に対する本件家屋の明渡請求は、次のとおり、権利濫用に当た

らない。 10 

   ア 被告がＥ病等に罹患しており、自らは荷造り等ができないとしても、サ

ポートを受けることにより肉体的負担なく転居することは可能であり、精

神的負担についても環境の変化が精神的に影響を与える可能性が指摘され

ているにすぎない。原告は、被告に他の市営住宅への継続居住の意向を確

認し、被告の希望した住宅への入居手続を案内し、転居の負担を軽減する15 

公的給付の利用を提案するなど、本件家屋の明渡し後の被告の住居の確保

にも最大限配慮している。 

   イ 原告は、事業対象者以外は正式入居できない事業用住宅である本件家屋

を東日本大震災の被災者のために提供し、災害救助法の適用期間において

一時的な目的外使用許可による入居を認めたが、入居者に対し、期間満了20 

までに返還する必要があることを説明しているし、期間満了後に市営住宅

に継続して入居することが予定されていたものではないから、個別に市営

住宅の種別を説明する必要はなかった。原告は、期間満了後も市営住宅で

の居住を希望する者につき居住を認める運用をすることとし、被告に限ら

ず、事業用住宅の入居者には、他の市営住宅で居住できることとしている25 

のであり、上記のような運用が平等原則に違反するものではない。 
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  ⑶ 原告の損害（甲事件の争点） 

   （原告の主張） 

    原告は、実施要綱１７条３項により準用される大阪市営住宅条例４６条４

項及び同条例施行規則２７条により、明渡請求の日の翌日以降近傍同種の住

宅の家賃の２倍に相当する額を請求し得るところ、被告に対し、遅くとも平5 

成２９年３月３１日には、同日までに本件家屋を明け渡すよう請求しており、

本件家屋の近傍同種の住宅の家賃の額は、別紙損害主張表の❷欄に記載のと

おりであるから、原告は、その２倍の額（同表の❸欄に記載額）の損害金を

請求する。 

   （被告の主張） 10 

    原告が被告に対し本件家屋を明け渡すよう請求したことは認め、その余の

事実は否認又は知らず、主張は争う。 

  ⑷ 本件指導指示の違法性（乙事件の争点） 

   （被告の主張） 

ア 前記⑴⑵（被告の主張）のとおり、原告の明渡請求は許されないから、15 

これが許されることを前提とする本件指導指示も違法である。 

イ 本件指導指示は、本件家屋の提供を終了させる施策の実現のために行っ

たものにほかならず、被告の最低生活の保障や自立の助長を目的としたも

のではない。また、生活保護法２７条１項に基づく指導又は指示の内容が、

客観的に実現不可能又は著しく実現困難である場合には、当該指導又は指20 

示に従わなかったことを理由に保護の廃止等をすることは違法であるとこ

ろ、被告が本件家屋を転居することは精神的にも肉体的にも負担が大きく、

客観的に著しく困難であり、転居しなければ生活保護を廃止するとするこ

とは許されない。さらに、本件指導指示において、通院先医療機関近隣の

物件を探すよう指導している点は、移転先を特定し、それ以外の物件への25 

転居が認められないこととなる点で過剰なものである。これらのことから
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すれば、本件指導指示は、それ自体違法であり、また、居住・移転の自由

を保障する憲法２２条１項に反している。 

   （原告の主張） 

ア 前記⑴⑵（原告の主張）のとおり、原告の明渡請求は認められるべきで

あるから、これが許されないことを前提とする被告の主張は失当である。 5 

イ 本件指導指示は、本件家屋の提供を終了させる施策の実現のために行っ

たものではなく、被告が住居を失った場合に直ちに新居を構えることは現

実的に困難で、被告の最低限度の生活を保障することができなくなること

を避けるために行ったものである。また、使用許可期間が満了する平成２

９年３月３１日時点において、被告が転居することは十分に可能であった。10 

本件指導指示の内容も、被告の病状等を考慮し、今後も通院するであろう

病院の近隣に転居すれば通院による身体的負担を軽減でき、病状の安定に

も寄与すると考えられるから、被告の生活の向上を含む保護の目的である

自立に資するものであり、違法と評価し得るものではない。そして、原告

は、被告が本件指導指示に従わなかったことを理由に保護の停廃止はして15 

おらず、被告の自由意思を尊重し、保護を継続している。 

⑸ 被告の損害（乙事件の争点） 

   （被告の主張） 

    本件指導指示により、一時は生活保護の停廃止処分が現実のものとなり、

被告は、深刻な精神的苦痛を被ったのであり、これによる損害が２００万円20 

を下回ることはなく、また、弁護士費用として２０万円の損害も発生した。 

   （原告の主張） 

    否認ないし争う。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 25 

前記前提事実、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認めら
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れる。 

⑴ 使用許可期間満了（平成２９年３月３１日）までの状況 

ア 原告の都市整備局（（以下、単に（ 都市整備局」という。）は、平成２８年

７月、東日本大震災に伴って一時避難している者に対する市営住宅の目的

外使用許可を原則として平成２９年３月３１日限り終了させることを前提5 

に、被告を含む該当者に対し、同年４月１日以降も市営住宅での居住を希

望する者については、一定の要件を満たす場合に有償で市営住宅への正式

入居が可能である旨を知らせるとともに、その意向についての調査票の提

出を依頼する文書を発出した（（甲２１の１、５８、証人Ｉ）。なお、本件家

屋のあるＤ住宅は、市営住宅の建替事業の仮移転先住宅と位置付けられ、10 

本来、事業対象者以外の入居者を募集することが予定されていない事業用

住居であるため（（前提事実⑶イ）、正式入居を希望する場合には他の市営住

宅に移転する必要があり、被告に送付された上記の文書及び調査票にもそ

の旨が記載されていた（甲２１の１・２）。 

イ 被告は、上記アの文書を受け、（ 大阪市内で住宅を探している」、（ 市営住15 

宅への正式入居を希望する」の各欄に○印を付した調査票を都市整備局に

提出した（甲２１の１・２、乙２１、証人Ｉ）。 

ウ 都市整備局は、平成２８年１１月中旬頃、引き続き原告の市営住宅に居

住することを希望した被災者に対し、正式入居の手続に先立ち、住宅相談

会を開催するとの案内文を配布し、同月中に４回にわたり相談会を開催し20 

たが、被告はこれらに参加しなかった（甲２２、５８、乙２１、証人Ｉ）。 

エ 都市整備局の担当者は、同年１２月から平成２９年３月にかけて、被告

に対し、市営住宅への正式入居の意向が確認できなければ同年３月３１日

までに本件家屋を明け渡してもらうことになる旨の文書を郵送したり、Ｃ

センターの担当者を通じるなどして市営住宅への正式入居の意向を確認し25 

ようとしたりしたが、被告からは応答がなかった（（甲３０、３１の１～３、
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５５、５８、乙５３、５４、証人Ｉ）。 

オ 被告は、同年３月１３日にＣセンターを訪問した際、Ｃセンターの担当

者から退去についての質問を受けて、Ｆ区の市営住宅に移ろうかと思って

いるが、手続は何もしていないなどと答えたところ、同担当者から、万が

一、本件家屋を退去となり、転居先が決まっていなければ、生活保護の継5 

続は難しいと伝えられた（甲５４、５５、乙５５）。 

⑵ 使用許可期間経過後の状況 

ア Ｃセンターの担当者は、平成２９年４月３日、本件家屋を訪問し（乙２

１、６０、被告本人）、被告に対し、転居の必要性を説明するとともに、住

居を失えば保護の継続に関わってくると説明した（乙６０）。 10 

イ 被告は、同月１９日、Ｃセンターを訪問し、担当者に対し、施設ではな

く居宅での生活を希望するとして転居する意向を示しつつ、転居先は探し

ていないし、体調不良で探しに行くことはできないなどと述べた（（甲３４、

５５、５６、７３、乙２１、６１、証人Ｊ、被告本人）。 

ウ 被告は、同年８月２８日、弁護士（（被告訴訟代理人の一人）と共に、Ｃ15 

センター及び都市整備局の担当者と協議し、病気のため転居に向けて作業

ができる状態にないことなどを伝えたところ、Ｃセンターの担当者は、介

護保険の申請を勧めるとともに、Ｈ病院近辺で通院に支障のない居宅への

転居費用の扶助を行うなどと述べ、都市整備局の担当者は、ゴミ等は都市

整備局側で処分することを申し出た（（甲２５、５５、５６、７４、乙２１、20 

証人Ｊ、被告本人）。 

エ Ｃセンターの担当者は、同年９月１３日、被告の主治医が介護保険の申

請のための診断書を書くことは可能であると述べていることを被告に伝え

たが、被告は、同月１５日、当該申請はしないとの意向を示した（（甲３６、

５６、証人Ｊ）。 25 

オ Ｃセンターの担当者は、同年１１月１日、被告に対し、本件家屋のある
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Ｇ区に住民票があれば自立支援給付を使用できるなどとして、住民票を異

動するよう促したが、被告はＡ県Ｂ市から住民票を異動しなかった（甲４

０、５６、証人Ｊ）。 

⑶ 本件指導指示等 

   ア Ｃセンターの所長は、被告に対し、平成２９年１０月１７日付け及び同5 

年１１月１７日付けで前提事実⑹のとおり本件指導指示を行った上、同年

１２月２０日付けで、被告から転居先の提示がないことを理由に生活保護

法６２条３項による保護の変更、停止又は廃止の処分を行う可能性がある

として、同条４項により弁明の機会を付与した（（甲４３、乙１２、２１）。 

イ 被告は、平成３０年１月３０日、上記⑵ウの弁護士らと共に上記アの弁10 

明の機会付与の手続に出席し、生活保護の停廃止処分を行うことを控える

よう申し入れるとともに、本件家屋から転居しないとの意向を表明した（（甲

５５～５７、７４、乙２１、証人Ｊ、被告本人）。 

ウ Ｃセンターの担当者らは、同月３１日、ケース診断会議を開き、今後も

保護を継続するとの結論に達し、その旨を被告に通知した（甲４６、５５15 

～５７、乙２１、証人Ｊ、被告本人）。 

⑷ 被告の心身の状況等 

ア Ｃセンターの所長は、平成２８年９月中旬、被告が受診している医療機

関に診療状況を照会し、被告の病名はＥ病で、同年６月２２日から指示ど

おり通院しており、病状は快方に向かっている、望ましい通院回数は月に20 

１回程度である、約６か月後に稼働できる見込みである、病的骨折の可能

性があるため過度の負荷は望ましくないといった回答を得た（甲２９の１

～４）。 

イ Ｃセンターの所長は、平成３０年１月中旬、被告が受診している医療機

関に診療状況を照会し、被告の病名はＥ病等で、病状は快方に向かってい25 

るものの、稼働能力はなく、病状は安定しているが自覚症状には波があり、
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倦怠感や節々の痛みが強いなどで寝込む日もあるようであるといった回答

を得た（甲４４の１・２、証人Ｊ）。 

ウ Ｈ病院の医師作成の同年１１月２６日付け診療情報提供書には、被告の

Ｅ病は、初期治療が病状進行の抑制に奏功しているものの、荷造りや手続

などの転居準備には何らかの社会的サポートが必要になり、また、転居に5 

よる環境の変化が精神的に影響を与え、治療の継続が難しくなる可能性が

あるので心理的サポートが必要である旨の記載がある（乙１）。 

エ 被告は、令和２年１０月及び令和３年５月の時点で、Ｅ病等の症状が継

続しており、疼痛も持続的にみられ、治療による有害事象（倦怠感、関節

痛、体調不良等）も認めるため、継続した治療やケアが必要と診断されて10 

いる（（乙１８、１９）。また、被告は、令和４年２月の時点で、Ｅ病等につ

き、入院予定で調整中とされていた（乙２０）。 

オ 被告は、令和元年７月頃まで、毎月１回程度、生活保護費や移送費（通

院交通費）の支給を受けるため、Ｃセンターを訪問し、同年９月頃まで、

毎月１回程度、片道１時間半以上をかけて、公共交通機関を乗り継ぎ、大15 

阪市外にあるＨ病院に通院していた（甲３４、５３の１～１３、６３、８

１、８４、９１、９２、９４、９５、９６の１～１０、乙１、２１、２４、

３０、３３、４１、４４、４６、４８、５０、５５、６１、６６、被告本

人、弁論の全趣旨）。 

カ 被告は、令和４年７月１日、身体障害１級の身体障害者手帳の交付を受20 

けた（乙７４）。 

２ 甲事件について 

⑴ 争点⑴（占有権原）について 

ア 前記前提事実のとおり、原告は、平成２３年５月２日、地方自治法２３

８条の４第７項に基づき、被告に対し、本件家屋の目的外使用許可処分を25 

行い、被告は、同月から本件家屋で居住してこれを占有するようになった
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が（（前提事実⑶イ）、平成２９年３月３１日をもって同処分に係る使用許可

期間は経過しており、その後、新たな目的外使用許可処分等はされていな

い（（同⑸ウ）。よって、被告が同処分による占有権原を有しているとはいえ

ない。 

イ 被告は、原告による本件家屋の提供については、被災者である被告への5 

支援の必要性が継続する限り続くことを内容とする使用貸借契約類似の建

物利用に関する黙示的な合意による無名契約が成立し、これによる占有権

原が上記使用許可期間満了後も存続していると主張する。しかしながら、

本件家屋の被告による使用については、上記アのとおり目的外使用許可処

分がされており、その効果として被告に占有権原が生じたことは明らかで10 

あって、これと別に、原告と被告との間で何らかの契約が成立したという

べき事情は認められない。なお、被告は、上記処分についても、公営住宅

に準ずる扱いを求める通達（前提事実⑵アの通知をいうものと解される。）

がある以上、公営住宅の使用関係と同様に取り扱われ、一定の場合には明

渡請求が無効となるとも主張するが、同通知自体、入居期限等については15 

公営住宅と異なる取扱いをすることを前提としている上（前提事実⑵ア）、

そもそも、行政機関の発出した通達や通知によって公営住宅法等の適用範

囲が左右されるものではないから、上記主張は前提を欠く。 

  また、被告は、原告は被告に本件家屋の占有権原を付与し、被告の住居

に関する権利を保障したのであるから、それを後退させる措置を執ること20 

は、社会権規約２条１項、２項、１１条の趣旨に反するとも主張する。し

かしながら、被告は、もともと、一定の使用許可期間内における本件家屋

の目的外使用を許可されたにすぎないのであるから、当該使用許可期間が

満了した後に本件家屋の明渡請求をすることが被告の住居に関する権利を

後退させるものでないことは明らかであり、上記主張も前提を欠く。 25 

よって、被告の上記各主張はいずれも採用することができない。 
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⑵ 争点⑵（権利の濫用）について 

ア 前記認定事実のとおり、被告は、Ｅ病等に罹患し（（認定事実⑷ア、イ）、

令和４年２月の時点で入院を調整し（（同エ）、同年７月には身体障害１級の

身体障害者手帳の交付を受けているところ（（同カ）、医師からは、平成３０

年１１月時点で、転居準備には何らかの社会的サポートが必要になり、ま5 

た、転居による環境の変化が精神的に影響を与え、治療の継続が難しくな

る可能性があるので心理的サポートを要する旨が指摘され（（同ウ）、令和２

年１０月及び令和３年５月の時点でも、Ｅ病等の症状が継続し、治療によ

る有害事象も認めるため、継続した治療やケアが必要であると診断されて

いる（（同エ）ものの、一定のサポート等があったとしても転居自体が不可10 

能であるとか、転居により被告の心身の健康が著しく損なわれるおそれが

あることをうかがわせる診断等は見当たらない。かえって、被告は、令和

元年７月頃まで、移送費等の支給を受けるため、定期的にＣセンターを訪

問し、同年９月頃まで公共交通機関を利用して長時間の通院も定期的に行

っていたのであり（（同オ）、その後も、およそ転居や本件家屋以外の場所で15 

の生活が不可能な状態にあるというべき事情は認められない。 

そして、都市整備局は、平成２８年７月頃以降、被告に対し、平成２９

年３月３１日をもって本件家屋を明け渡すよう求めつつ、同年４月１日以

降も市営住宅での居住を希望する者については一定の要件を満たす場合

に有償で市営住宅への正式入居が可能である旨を知らせてその意向を調20 

査し（（認定事実⑴ア、エ）、住宅相談会を開催するなど（（同ウ）、被告を含

む被災者に対し、大阪市内での居住先を提供しようとしており、さらに、

被告に対しては、Ｃセンターとも連携しつつ、介護保険等の活用を促し、

ゴミ等の処分を申し出るなど（同⑵ウ～オ）、転居に伴って生じ得る肉体

的・精神的負担にも相応の配慮を行っていたものといえる。 25 

他方、本件家屋のあるＤ住宅は、事業用住宅として、市営住宅建替事業
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の仮移転先の受け皿用住宅として現在も活用されているものと認められ

（弁論の全趣旨）、被告が本件家屋を使用し続けても公共財産の目的用途

を阻害しないものということはできない。 

以上によれば、原告が被告に本件家屋の明渡しを請求することが、被告

の居住移転の自由を侵害するとか、住居に対する恣意的な干渉に当たり、5 

公営住宅法の趣旨に反するものであるなどということはできない。 

イ 被告は、原告が、市営住宅のうち事業用住宅以外に居住する被災者につ

いては当該市営住宅に継続して居住することを認める一方で、被告を含む

事業用住宅に居住する被災者については転居を求める運用を行っており、

このような取扱いは平等原則に違反すると主張する。 10 

しかしながら、上記のような取扱いの差異は、事業用住宅については、

本来、事業対象者以外の者を入居させることが予定されていないことに起

因するものであり、これに居住する被災者についても、別の市営住宅に引

き続き居住する可能性は認められていたこと等に照らせば、上記のような

取扱いが、合理性を欠き、平等原則に違反する差別的な取扱いであるとい15 

うことはできない。そして、被告が本件家屋に係る目的外使用許可処分を

受けた当時、原告において被災者を市営住宅に正式入居させることを予定

していたとは認められないこと等からすれば、原告が被告に対して本件家

屋が事業用住宅に当たることを説明するなどしなかったとしても、上記の

結論を左右しない。 20 

   ウ なお、被告は、国内避難民の人権に関する国連特別報告者による報告で

は、福島原子力災害の避難者は全て国内避難民に該当し、生命又は健康の

危険がある場所への帰還を余儀なくさせるような公営住宅からの立退要

求は権利侵害に当たるとされているとも主張する。しかしながら、そもそ

も、原告による明渡請求は、本件家屋からの退去を求めるものにすぎず、25 

生命又は健康の危険がある場所への転居を被告に強要するものではない
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から、同報告の内容を前提としても上記の権利侵害になるものとはいえな

い。 

 また、被告は、高齢かつ余命宣告を受けた被告に対しては、明渡しの執

行ができない以上、明渡請求自体も許されないと主張する。しかしながら、

強制執行がいわゆる過酷執行に当たるものとして許されない場合があり得5 

るとしても、そのような場合に直ちに実体法上請求権の行使自体が許され

なくなるものでない。 

   エ 以上によれば、原告が被告に対して本件家屋の明渡しを請求することが

権利濫用に当たるということはできない。 

 ⑶ 争点⑶（損害）について 10 

ア 以上によれば、被告は、平成２９年３月３１日の経過後は無権原で本件

家屋を占有しているというべきところ、証拠（（甲１４の１～１６）及び弁

論の全趣旨によれば、同日経過後の本件家屋に関する近傍同種の家賃相当

額は、別紙損害主張表の❷欄記載のとおりであると認められる。そうする

と、原告は、被告が本件家屋を占有することにより、同年４月１日以降、15 

上記家賃相当額（（令和６年３月３１日までの合計８４０万４８００円及び

同年４月１日から明渡し済みまで１か月１０万８１００円）の損害を被っ

ているものというべきである。 

イ 原告は、実施要綱１７条３項により準用される大阪市営住宅条例４６条

４項及び大阪市営住宅条例施行規則２７条により、明渡請求の日の翌日以20 

降近傍同種の住宅の家賃の２倍に相当する額（（別紙損害主張表の❸欄記載

の額）を請求し得るなどと主張する。しかしながら、実施要綱は、行政規

則にすぎず、法規である条例の規定の妥当範囲を左右したり、国民に直接

義務を課したりすることができるものでないことは明らかであるから、そ

の定めを根拠に、明渡請求の日の翌日以降近傍同種の住宅の家賃の２倍に25 

相当する額を当然に請求し得るものということはできない。そして、原告
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は、ほかに上記額を請求し得る根拠を主張立証しないから、上記アの額を

超える損害金を請求することはできないものといわざるを得ない。 

  ⑷ 小括 

    以上によれば、原告の請求は、本件建物の明渡し及び平成２９年４月１日

から明渡し済みまで別紙損害主張表の❷欄記載の額の損害金の支払を求める5 

限度で理由があり、その余は理由がない。 

３ 乙事件について 

  ⑴ 争点⑷（本件指導指示の違法性）について 

ア 生活保護法２７条は、保護の実施機関が被保護者に対して生活の維持、

向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる旨10 

を定める一方（（１項）、その指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必

要の最小限度に止めなければならない旨を規定する（（２項）。そして、同条

１項に基づく指導又は指示を受けた被保護者は、これに従わなければなら

ず（（同法６２条１項）、被保護者がこの義務に違反したときは、保護の実施

機関は、保護の変更、停止又は廃止をすることができるのであり（（同条３15 

項）、このような効果に照らすと、保護の実施機関がした指導又は指示が、

保護の目的達成に必要とは認められない場合や、必要と認められる場合で

あっても最小限度を超えるものであるときは、当該指導又は指示は違法と

なるものと解される。 

イ これを本件についてみると、前記前提事実のとおり、本件指導指示は、20 

本件家屋の使用許可期間が経過したことを踏まえ、被告の通院するＨ病院

の近隣の物件を探して報告することを求めるものであり（（前提事実⑹）、こ

れにより、被告は、転居先として大阪市外にあるＨ病院の近隣の物件を確

保し、その旨をＣセンターの所長に報告することを義務付けられるものと

いうべきである。 25 

  原告は、本件指導指示につき、被告が住居を失った場合に直ちに新居を
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構えることは現実的に困難であることから、被告の最低限度の生活を保障

することができなくなることを避けるために行ったものであると主張す

る。しかしながら、仮に転居先が決まらないまま被告が本件家屋を退去す

ることになったとしても、生活保護法上、保護の継続が直ちに困難となる

というべき根拠は見当たらず、被告の最低限度の生活を保障する上で転居5 

先の確保が必要であったということはできないのであって、ほかに、資産

能力の活用や自立の助長の観点から転居が必要というべき事情も認めら

れない。また、本件指導指示は、転居先を大阪市外にあるＨ病院の近隣に

限定するものであるところ、仮に、被告の心身の状況等に照らし、負担軽

減の観点からＨ病院の近隣に居住することが望ましいといえるとしても、10 

上記のとおり地域を限定することは、条件に合う転居先の確保を困難にす

るものであり、通院が可能である限りはＨ病院の近隣に居住する必要まで

はないこと等をも考慮すれば、上記目的に照らして過剰なものであるとい

わざるを得ない。 

 そうすると、本件指導指示は、保護の目的達成に必要でないか、又は必15 

要最小限度を超えるものと認められるから、違法であるというほかない。 

ウ そして、被保護者が生活保護法２７条１項に基づく指導又は指示に従わ

ない場合には、上記アのとおり、保護の変更、停止又は廃止という重大な

不利益処分を受け得るのであるから、保護の実施に当たるＣセンターの所

長は、本件指導指示を行うに当たり、本件指導指示が、保護の目的達成に20 

必要であり、かつ、必要最小限度を超えないものであるか否かにつき十分

に検討すべき職務上の注意義務を負っていたというべきである。しかるに、

上記イで説示したところに照らせば、本件指導指示の内容は、それ自体と

して、保護の目的達成に必要であり、かつ、必要最小限度にとどまるもの

とはいえないことが明らかといえるから、これを行ったＣセンターの所長25 

が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたということはできず、本件指
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導指示は、国家賠償法１条１項の適用上も違法であるというべきである。 

⑵ 争点⑸（被告の損害）について 

以上によれば、原告は、本件指導指示により被告に生じた損害を賠償すべ

き責任を負うところ、被告は、前記認定事実のとおり、本件指導指示に従わ

なかった結果、生活保護法６２条３項による保護の変更、停止又は廃止の処5 

分を行う可能性があるとして弁明の機会を付与され（（認定事実⑶ア）、その手

続に対応せざるを得なくなったのであり（（同イ）、実際に保護を受けられなく

なるおそれのある不安定な立場に置かれることによって精神的苦痛を被っ

たものと認められる（（なお、被告の陳述書（（乙２１）には本件指導指示によ

り体調不良を起こしたと記載されているが、これを認めるに足りる証拠はな10 

い。）。他方、上記手続後、速やかに保護の継続が決定され、その旨が被告に

通知されており（（認定事実⑶ウ）、これらの事情を総合的に考慮すると、上記

精神的苦痛に対する慰謝料は５万円をもって相当と認める。 

そして、乙事件の内容、審理の経過、上記の慰謝料額等からすると、本件

指導指示と相当因果関係にある弁護士費用は５０００円をもって相当と認15 

める。 

⑶ 小括 

 以上によれば、原告の請求は、損害賠償金５万５０００円及びこれに対す

る違法行為の日である平成２９年１０月１７日から支払済みまで同年法律

第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払20 

を求める限度で理由があり、その余は理由がない。 

４ 結論 

以上のとおり、原告の請求は主文第１項～第３項の限度で理由があり、被告

の請求は主文第４項の限度で理由があるから、その限度でこれらを認容し、そ

の余の各請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判25 

決する（なお、原告及び被告の請求に係る仮執行宣言については、いずれも相
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当でないからこれを付さないこととする。）。 

 

     大阪地方裁判所第１６民事部  

 

           裁判長裁判官     山  本   拓 5 

 

 

              裁判官     鈴  木   千  恵  子 
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（別紙の掲載省略） 

 


